
区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

やさしく学ぶスマートフォン写
真教室「スマホで気軽にいろいろ
なものを撮ってみよう」（全4回）

9月1日～29日の火曜日午
後2時～4時　＊9月22日を
除く

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

対区内在住在勤の方　定先着20人　費無料　持 スマートフォン　
申事前に電話で社会福祉会館☎3619－1051へ　＊受け付けは8月
31日までの午前9時～午後5時(土・日曜日を除く)

第3回大人のためのすみだ自然
観察会「すみだの植物を学ぼう」
秋編

9月12日(土)午前10時～11
時

緑と花の学習園(文花
2－12－17)ほか

内区内の草花や樹木の見分け方等を学び、初夏との違いを観察する　
対区内在住在勤在学の方　定先着15人　費無料　持筆記用具、水筒、
帽子　申 8月21日午前9時から環境保全課緑化推進担当(区役所12階)
☎5608－6208へ

花育講座「リース型ハンギング
バスケット作り講習会」

9月14日(月)午
後1時半～3時半

区役所1階アトリウム 対区内在住在勤在学の方　定先着12人　費 3300円(容器代込み)　
持エプロン、薄手の手袋、作品を持ち帰るための袋　申 8月21日午前
9時から電話で環境保全課緑化推進担当☎5608－6208へ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

ご注意ください
すみだ郷土文化資料館の臨
時休館

　すみだ郷土文化資料館(向島2－3－5)は、貴
重な資料を虫害やカビから保護する殺虫消毒等
を行うため、休館します。
[とき]9月7日(月)～10日(木)[問合せ]すみだ
郷土文化資料館☎5619－7034

電話相談をご利用ください
「子どもの人権110番」強化
週間

　8月28日～9月3日は全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間です。学校におけるいじめや家
庭内における児童虐待等、子どもをめぐる様々な
人権問題の解決を図ることを目的として、人権
擁護委員等が子どもや保護者等からの電話相談
を受け付けます。強化週間以外も、電話相談がで
きますので、ご利用ください。
[とき ]8月28日 (金 )～9月3日 (木 )の ▼月曜
日～金曜日＝午前8時半～午後7時　 ▼土・日曜
日＝午前10時～午後5時　＊強化週間以外は月
曜日～金曜日の午前8時半～午後5時15分 [相談
先 ]東京法務局人権擁護部☎0120－007－
110[費用]無料 [問合せ]人権同和・男女共同参
画課人権同和担当☎5608－6322

障害のある方の雇用拡大のために
施設整備助成事業

　区では、障害のある方の就労と、障害のある
方を雇用する事業者を支援するため、施設整備
助成事業を行っています。この事業は、事業者
が障害のある方を雇用するために施設を設置す
る場合や、段差の解消、手すりの取付け等の施
設改修を行う場合などに費用の一部を助成する
ものです。ぜひ、ご活用ください。なお、助成を
希望する場合は、必ず整備前に申込先へご相談
ください。
[対象 ]区内の中小企業 [助成限度額]200万円　
＊ほかの助成制度を併用する場合は給付制限あ
り(詳細は申込先へ)[申込み]施設の整備前に直
接、すみだ障害者就労支援総合センター(緑4－
25－4)☎5600－2004・℻  5600－3280へ　

届出等が必要です
飲料用自動販売機の設置の
届出と回収容器の設置

　空き缶等の再利用を促進し、地域を清潔に保
つため、飲料用自動販売機の管理者等には、飲
料用自動販売機の設置の届出と回収容器の設置
が義務付けられています。区に飲料用自動販売
機の設置を届け出ていない場合や届出内容に変
更があった場合は、必ず届け出てください。
　届出後は、交付された「届出済証」を自動販売
機の見やすい位置に貼付してください。また、
回収容器を必ず設置してください。
[ 問合せ ]すみだ清掃事務所分室☎3613－
2229

区の世帯と人口（8月1日現在）

世帯 15万5280（＋39）
人口 27万6022（－46）
男 13万6600（－48） ＊住民基本台帳による

女 13万9422（＋  2） ＊（　）内は前月比

納期限までに納めてください
特別区民税・都民税(第2期分)

　令和2年度特別区民税・都民税(普通徴収分)
第2期分の納期限は8月31日(月)です。納期限ま
でに、税務課(区役所2階)、各出張所・金融機関・
コンビニエンスストア、モバイルレジで納めてく
ださい。クレジットカードによる納付も可能です。
詳細は区ホームページをご覧ください。
　また、口座振替をご利用の場合は8月31日が振

替日(引き落とし日)ですので、前日までに入金
してください。
[問合せ]税務課税務係☎5608－6133

商 店 新 生 活 様 式 対 応 支 援 事 業

令和2年4月7日時点で
区内で営業している小
売業・飲食業・サービ
ス業等の商店　＊大型
店・チェーン店・フラ
ンチャイズ店を除く

対象店舗
ガイドライン等に基づく感染予
防対策費用(10万円未満の備
品・消耗品購入費、内装・設備
工事費、販売促進費等)で、令
和2年4月7日～10月31日に支
払いが完了した(完了する)もの

     対象経費
申請書と必要書類を直接または
郵送で9月30日（必着）までに
〒130－8640墨田区商店街連合会
（区役所1階）へ　＊現地調査あり　
＊申請書は問合せ先で配布している
ほか、区ホームページからも出力可

     申込み

[ 問合せ ]〒130－8640産業振興課産業振興担当 (区役所14階 )
☎5608－6187

区内の商店が、ガイドライン等に沿って新型コロナウイル
ス感染症対策を実施するための費用を補助します。また、対
策を実施している商店には、右の新しい生活様式推進宣言店
ステッカーを進呈します。
＊ステッカーのみの希望も可(詳細は区ホームページを参照)

[問合せ]保健計画課保健計画担当☎5608－6189

マスク着用による熱中症に注意！
　気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、喉の渇きに
気付きにくくなったり、体温が上がりやすくなっ
たりするため、熱中症の危険が高まります。

対策
▶屋外で人と十分な距離(2m以上)を確保できる場合
は、マスクを外す

▶ マスクを着用している場合は、負荷のかかる作業や
運動を避ける
▶ 周囲の人と十分な距離を確保した上で、適宜マスク
を外して休憩する
▶こまめに水分補給をする

【参考】環境省・厚生労働省「令和 2年度の熱中症予防行動」

十分な距離をとる
(2m以上 )

補助額　 上限1010 万円(補助率10／10)　＊商店会非加盟店は7万円
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